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３３３３    緑化面積緑化面積緑化面積緑化面積のののの基基基基準準準準 

 

緑化された空間が「都市の緑」として環境の改善・景観の向上や生物多様性の確保などの機能

を発揮するためには、一定以上のボリュームを必要とします。そこで、本制度では以下のように

緑化必要面積の基準を定めています。建築主などの皆さんはこの基準に沿って緑化計画を作成し

てください。 

    

（（（（１１１１））））緑化必要面積緑化必要面積緑化必要面積緑化必要面積    

・緑化面積の基準については、地上部と建築物上とに区分して定められています。 

 

・・・・緑化必要面積緑化必要面積緑化必要面積緑化必要面積はははは地上部地上部地上部地上部、、、、建築物上建築物上建築物上建築物上それぞれのそれぞれのそれぞれのそれぞれの緑化基準緑化基準緑化基準緑化基準によりによりによりにより算出算出算出算出されるされるされるされる緑化面緑化面緑化面緑化面

積積積積のののの合計以上合計以上合計以上合計以上のののの面積面積面積面積となりますとなりますとなりますとなります。。。。    

・・・・地上部地上部地上部地上部においてにおいてにおいてにおいて必要必要必要必要とされるとされるとされるとされる緑緑緑緑化面積化面積化面積化面積のののの１１１１／／／／２２２２以上以上以上以上のののの面積面積面積面積はははは、、、、樹木樹木樹木樹木によるものによるものによるものによるもの

としてくださいとしてくださいとしてくださいとしてください。。。。    

    

（（（（２２２２））））地上部地上部地上部地上部におけるにおけるにおけるにおける緑化面積緑化面積緑化面積緑化面積のののの基準基準基準基準 

①①①①新築新築新築新築・・・・改築改築改築改築のののの場合場合場合場合    

敷地内の地上部では、次の A または B の面積のうち小さい方の面積以上の緑化面積（地上

部において必要とされる緑化面積）を確保してください。 

 

Ａ．Ａ．Ａ．Ａ．次次次次ののののアアアア、、、、イイイイによってによってによってによって算出算出算出算出されるされるされるされる面積面積面積面積のうちのうちのうちのうち小小小小さいさいさいさい方方方方のののの面積面積面積面積    

アアアア．．．．地上部地上部地上部地上部のののの緑化面積緑化面積緑化面積緑化面積＝（＝（＝（＝（敷地面積敷地面積敷地面積敷地面積－－－－建築面積建築面積建築面積建築面積））））××××25252525％％％％    

イイイイ．．．．地上部地上部地上部地上部のののの緑化面積緑化面積緑化面積緑化面積＝＝＝＝ { { { {敷地面積敷地面積敷地面積敷地面積－（－（－（－（敷地面積敷地面積敷地面積敷地面積××××建建建建ぺいぺいぺいぺい率率率率××××0.80.80.80.8））））}}}}××××25252525％％％％    

ＢＢＢＢ．．．．建築物建築物建築物建築物のののの床面積床面積床面積床面積のののの合計合計合計合計    

  

※ここでいう建ぺい率とは、「Ⅱ用語について」の（７）で定義している建ぺい率です（以下

特別に注釈をしていない場合は同様です）。 
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②②②②増築増築増築増築のののの場合場合場合場合 

増築の場合は、①の新築・改築の基準による緑化面積を確保するか、増築面積を建ぺい率で

除した面積から増築部分の建築面積を減じた面積の 25％以上の緑化面積を新たに確保してく

ださい。 

※ただし、増築後の床面積の合計が増築前の床面積の合計の 1．2 倍を超えないものは対象外

です。 

    地上部地上部地上部地上部のののの緑化面積緑化面積緑化面積緑化面積＝＝＝＝ {( {( {( {(増築面積増築面積増築面積増築面積÷÷÷÷建建建建ぺいぺいぺいぺい率率率率))))－－－－増築面積増築面積増築面積増築面積}}}}××××25252525％％％％    

※上式の基準を用いて算出される面積を、新たに確保するものとしてください。既存の緑

化面積を含むことはできません。 
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（（（（３３３３））））建築物上建築物上建築物上建築物上におけるにおけるにおけるにおける緑化基準緑化基準緑化基準緑化基準    

 

①①①①新築新築新築新築・・・・改築改築改築改築のののの場合場合場合場合    

建築物上（建築物の屋上、壁面又はベランダ等）では、次によって算出される面積以上の緑

化面積（建築物上に必要とされる緑化面積）を確保してください。 

 

 建築物上建築物上建築物上建築物上のののの緑化面積緑化面積緑化面積緑化面積＝＝＝＝屋上面積屋上面積屋上面積屋上面積××××20202020％％％％    

※１ 屋上面積とは建築物の屋根部分で人の出入り及び利用が可能な部分のうち建築物の

管理に必要な施設に係る部分を除いた面積をいいます。 

※２ 人の出入り及び利用可能な屋上部分とは、建築基準法施行令第126条第1項に定める

手すり壁、さく又は金網があり、エレベーター、階段（ステップ型）や平面フロアに

より、人が行き来できるものをいいます。ただし、梯子で昇り降りする屋上は対象外

とします。 

※３ 建築物の管理に必要な施設とは空調機器、エレベーター、傾斜車路、広告塔や、ヘ

リポートなどの緊急離着陸場及び緊急救助用スペースなどを指します。 

（注）太陽光発電装置のパネル等は控除面積に含めませんが、緑化面積に算入できます。

（Ｐ１５参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

    

②②②②増築増築増築増築のののの場合場合場合場合    

増築部分に係る屋上面積の 20％以上を緑化面積として確保してください。なお、地上部に

おける緑化面積の基準において、（２）①の新築・改築基準による緑化面積を確保する場合は、

建築物上についても同様に新築・改築基準による面積を満たす必要があります。 

※ただし、増築後の建築物の床面積の合計が、増築前の床面積の合計の 1.2 倍を超えないも

のは対象外です。 

 

    建築物上建築物上建築物上建築物上のののの緑化面積緑化面積緑化面積緑化面積＝＝＝＝    増築部分増築部分増築部分増築部分にににに係係係係るるるる屋上面積屋上面積屋上面積屋上面積××××20202020％％％％    
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（（（（４４４４））））緑化面積緑化面積緑化面積緑化面積（（（（地上部地上部地上部地上部⇔⇔⇔⇔建築物上建築物上建築物上建築物上））））のののの振替振替振替振替    

地上部で必要とされる緑化面積を確保することが困難な場合には、必要とされる緑化面積の

うち緑化が困難な面積相当分を、当該建築物上の緑化面積に振替えることができます。逆に建

築物上で必要とされる緑化面積を確保することが困難な場合には、必要とされる緑化面積のう

ち緑化が困難な面積相当分を、当該地上部の緑化面積に振替えることができます。 

※１ それぞれの緑化が困難な場合とは次のような場合をいいます。 

①建築物上において利用可能な屋上面積があるにもかかわらず、建築物の構造上緑化をす

ることが困難な場合 

②地上部において、空地があるにもかかわらず、車輌出入口や駐車場などのスペースの確

保のため、必要とされる緑化面積の確保が困難な場合 

※２ 振替面積は、あらかじめ定められた建築物上又は地上部で必要とされる緑化面積に含め

ることはできません。 

※３ 地上部において樹木による緑化面積を１／２以上と算定するにあたっては、振替後の面

積を基準として算定するものとします。 
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（（（（５５５５））））太陽光太陽光太陽光太陽光発電装置発電装置発電装置発電装置のののの扱扱扱扱いいいいについてについてについてについて    

 

太陽光発電装置太陽光発電装置太陽光発電装置太陽光発電装置をををを建築物建築物建築物建築物上上上上にににに設置設置設置設置するするするする場合場合場合場合、、、、そのそのそのその太陽光発電太陽光発電太陽光発電太陽光発電装置装置装置装置ののののパネルパネルパネルパネル等等等等にににに係係係係るるるる面積面積面積面積をををを

緑化面積緑化面積緑化面積緑化面積にににに算入算入算入算入することができますすることができますすることができますすることができます。。。。なおなおなおなお、、、、このこのこのこの場合場合場合場合のののの面積算出方法面積算出方法面積算出方法面積算出方法ははははパネルパネルパネルパネル等等等等のののの水平投水平投水平投水平投

影面積影面積影面積影面積としとしとしとしまままますすすす。。。。    

 


